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地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項前段の規定により知事等関係機関から監査の結果に基づいて

措置を講じた旨の通知があったので、同項後段の規定により措置の内容を次のとおり公表する。 

 

令和３年 11月 26日 

 

                        岐阜県監査委員  水 野 吉 近 

                        岐阜県監査委員  長 屋 光 征 

                        岐阜県監査委員  鈴 土   靖 
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Ⅰ 令和３年度定期監査の結果に基づき講じた措置の状況 

 

１ 令和３年度 

（単位：件） 

区分 

監査結果 措置済 今回措置を 

講じたもの ※ 

未措置 

A B C A-B-C 

指摘事項 25 7 5 13 

指導事項 34 15 12 7 

検討事項 0 0 0 0 

計 59 22 17 20 

 

※「今回措置を講じたもの」については、令和３年10月29日、11日１日、同月12日及び同月16日に知事

等関係機関から通知があったもの 

（注）監査結果の区分については、次のとおり 

指摘事項：是正又は改善を求める事項のうち、その程度が重大なもの 

指導事項：是正又は改善を求める事項 

検討事項：事務の執行の適正化のため検討を求める事項又は他の機関の監査の結果として所管課に対

し是正若しくは改善を求める事項 

 

 

Ⅱ 定期監査の結果に基づき講じた措置 

 

１ 令和３年度 

（１） 監査結果（指摘事項）に基づき講じた措置 

健康福祉部 

機関名 監査結果 講じた措置 

男女共同参

画・女性の活

躍推進課 

 料金後納による郵便料金の支出事務

において、請求書が到達していたもの

の、担当者が内容を確認せずに保管し

ており、納期限までに支払を行わなか

ったことにより、延滞利息206円が支払

われていたので、今後は適正に処理さ

れたい。 

支払案件については、請求書受理後

速やかに支払処理を実施するよう職員

に対して周知徹底した。 

また、複数の職員による会計書類の

対応状況の確認及び事業進捗の定期的

な確認のための声掛けなどを徹底し、

会計事務に遅延が生じないよう努め

る。 

教育委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

岐阜総合学園

高等学校 

インターンシップ体験活動に係る賠

償責任保険料（以下「保険料」とい

う。）の支出事務等において、次の不

適正な事項が認められたので、今後は

今回の事案は、賠償責任保険の内容

や効力等について各職員が十分に理解

できていなかったことによるものであ

る。 
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適正に処理されたい。 

１ 令和２年７月14日の活動を対象と

する保険料7,750円について、本来で

あれば活動日の前日までに支払うべ

きところ、活動日を７月31日と誤認

し、７月30日に支払われており、保

険の効力が生じないものとなってい

た。 

２ ７月30日に支払を完了していた９

月 以 降 の 活 動 に 係 る 保 険 料 

79,750円について、保険期間内にお

いて全ての活動について実施しない

ことになり、返金される可能性があ

ったにもかかわらず、返金手続がな

されていなかった。 

今後は、教員との連携を密にし、活

動状況を的確に把握するとともに、事

業が実施されないことを把握した場合

は、返金手続の可能性を確認すること

で、同様の誤りが発生しないよう支出

事務を含め適正な会計事務処理に努め

る。 

   

公安委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

留置管理課 

 

公務中の２件の交通事故について、

損害賠償金として297,957円の費用負担

が発生していたので、職員の交通事故

防止について一層の徹底を図られた

い。 

 

当該職員に対して、次席が交通事故

の発生原因や背景について聴取すると

ともに、事故防止対策及び事故が及ぼ

す影響について個別に指導した。 

 全職員に対しては、当該交通事故の

概要等を説明し、注意喚起するととも

に、通常使用している車両を用いて、

クリープ現象の実態及び車両周囲の死

角を検証し、車両の特性を再確認し

た。 

今後も公用車交通事故の絶無に向

け、継続的に指導を実施し、交通事故

防止対策の徹底に努める。 
    

地域課 

 

 

 

 

 

 

 

 

公務中の１件の交通事故について、

修繕料94,424円が支払われていたの

で、職員の交通事故防止について一層

の徹底を図られたい。 

 

 

 

 

 

事故を起こした職員については、車

両の死角状況を再確認させるため、車

両感覚確認訓練を実施した。 

所属職員に対しては、外部執行に出

かけるとき、これまで同様、次席又は

調査官に対して申告を行わせるととも

に、次席等から交通事故防止に努める

よう声掛けを行い、意識付けを図っ

た。 
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また、毎週開催する朝会において、

課長又は次席が公用車事故の発生速報

等を説明し、事故防止について継続的

な指導教養を実施している。 

高速道路交通

警察隊 

 

公務中の１件の交通事故について、

損害賠償金として2,295,379円の費用負

担が発生していた。また、公用車が１

台廃車（評価額419,669円）となってい

たので、職員の交通事故防止について

一層の徹底を図られたい。 

 

当隊では、事故当事者に対し事故の

検証に基づいた個別指導を隊長、副隊

長が実施するとともに、他の隊員に対

してはヒヤリハット体験の発表や訓練

を通じ、安全優先の意識付けを行っ

た。 

現在は、事故を風化させないため、

朝会時に代表隊員が緊急走行守則の唱

和を実施しているほか、全隊員がＣＲ

Ｔ運転適性検査を受検し、自己の運転

時の隠れた癖を把握したところであ

る。 

また、洗車やワックスがけなどによ

り愛車精神の醸成を図るとともに、警

ら出発前には慣熟走行訓練を行うな

ど、全隊員に対して交通事故の絶無に

向けた意識付けを継続的に行い、再発

防止に務めている。 

 

（２） 監査結果（指導事項）に基づき講じた措置 

知事直轄 

機関名 監査結果 講じた措置 

秘書課 公務中にノート型パソコンを損傷さ

せた１件の毀損事故について、修繕料

99,000円が支払われていたので、職員

の毀損事故防止について一層の徹底を

図られたい。 

再発防止のため、当該パソコンを使

用している職員はもとより、所属内職

員全員に対し、使用時の注意事項を再

度周知した。 

 物品の管理事務において、指定事務

用机３号４台を亡失していたので、今

後は物品管理の一層の徹底を図るとと

もに、再発防止に努められたい。 

現物実査を確実に実施するととも

に、物品を移動させた際は、同日中に

システム処理（管理換え）を確実に実

施することを再度確認した。 
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清流の国推進部 

機関名 監査結果 講じた措置 

外国人活躍・

共生社会推進

課 

 新型コロナウイルス感染症に係る文

書を14か国語に翻訳する業務に係る検

査事務において、事前決裁書において

指定した検査者に変更が生じた場合

は、当該変更に係る決裁を受けること

になっているが、これが行われていな

かったので、今後は適正に処理された

い。 

事前決裁書で指定した検査者に変更

が生じた場合は、事前決裁書で検査者

を変更すべきところ、その処理を失念

していた。 

今後は、検査者の変更が必要となっ

た時点で事前決裁書を変更するととも

に、検査時は、事前決裁書で指定した

検査者の確認を徹底する。 
   

危機管理部 

機関名 監査結果 講じた措置 

危機管理政策

課 

 

公務中の１件の交通事故について、

損害賠償金として34,444円の費用負担

が発生するとともに、修繕料304,370円

（うち相手方負担分182,622円）が支払

われていたので、職員の交通事故防止

について一層の徹底を図られたい。 

危機管理政策課の朝礼において、所

属職員へ事故概要と発生原因を説明

し、交通法規の遵守と安全運転の励行

について周知徹底を図った。 

今後も、定期的に朝礼や課内係長会

議にて注意喚起を行い、交通事故防止

の徹底に努める。 

防災課 物品の管理事務等において、令和２

年４月中旬頃、職員がパソコン（令和

元年６月27日取得）を使用するため、

パソコンを起動したところ、液晶画面

が正常に表示されない状態（画面全体

に黒と灰色の横線が入る状態）になっ

ていたにもかかわらず、私用の外付け

の液晶ディスプレイを代用することに

より使用し、翌年４月に後任者が使用

するまでの約１年間、当該状況が所属

長（収支等命令者）等に報告されてい

なかった。この間、取得日から１年間

のメーカー保証による修理対応の検討

や物品を損傷させたときに必要となる

岐阜県会計規則第203条の規定による事

故報告書の提出の検討がなされていな

かったことは、公費の適正な執行上及

び物品管理上から不適当であると認め

られるので、今後は適正な事務処理と

なるよう指導されたい。 

所属長から課員全員に対して、物品

の取扱いについて注意喚起するととも

に、物品が損傷した際には、直ちに報

告するよう周知徹底した。 

さらに、メールにて再度、物品の取

扱についての注意喚起と損傷した際の

対応について周知徹底した。また、月

初めの朝礼の際に所属長が物品の不具

合の有無を確認している。 

今後も定期的に物品の不具合の有無

を確認し、物品が損傷した際には直ち

に報告するよう所属職員に意識付けを

行い、再発防止に努める。 
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健康福祉部 

機関名 監査結果 講じた措置 

国民健康保険

課 

岐阜県国民健康保険団体連合会診療

報酬審査支払事務費補助金の交付事務

に おいて、実績報告に基づく補助金

の額の確定が行われていなかったの

で、今後は適正に処理されたい 

 

 

 

当該補助金の額の確定については、

予備監査後、速やかに実施した。 

今回の事案は、当該補助金に対する

認識不足と組織内での連携不足が原因

であったことから、今後は、岐阜県国

国民健康保険団体連合会診療報酬審査

支払事務費補助金交付要綱のほか、岐

阜県補助金等交付規則など補助金事務

全般の理解を深めるとともに、組織内

で事務の進捗管理を徹底するなど、適

正な会計処理に努める。 
    

男女共同参

画・女性の活

躍推進課 

公務中にノート型パソコンを損傷さ

せた１件の毀損事故について、修繕料

99,000円が支払われていたので、職員

の毀損事故防止について一層の徹底を

図られたい。 

 

毀損事故を起こした職員に対し、ノ

ートパソコンをはじめとした県有物品

の取扱いについて、十分注意を払うよ

う指導した。あわせて所属職員に対

し、県有物品等の慎重な使用及び留意

事項について周知徹底した。 
   

商工労働部 

機関名 監査結果 講じた措置 

商工政策課  公務中にノート型パソコンを損傷さ

せた１件の毀損事故について、修繕料

104,500円が支払われていたので、職員

の毀損事故防止について一層の徹底を

図られたい。 

 

 

当該職員に対し、ノート型パソコン

を含む備品の取扱いについて、より慎

重に、十分注意を払うよう指導すると

ともに、所属職員に対しても同様に注

意喚起し、公金により整備した備品で

あることを改めて強く認識し、使用す

るよう周知徹底した。 

教育委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

岐阜総合学園

高等学校 

公務中にタブレットを損傷させた毀

損事故について、修繕料35,200円が支

払われたので、職員の毀損事故防止に

ついて一層の徹底を図られたい。 

事故後、職員会議においてタブレッ

トの持ち運びなど事故発生防止に万全

を期すよう全教職員に周知徹底した。 

今後も、定期的にタブレットやパソ

コンの取扱いについて注意喚起を行

い、毀損事故の再発防止に努める。 
   

岐阜商業高等

学校 

 

公務中にタブレットを損傷させた１

件の毀損事故について、修繕料35,200

円が支払われていたので、職員の毀損

事案発生直後の職員会議（令和２年

11月開催）において、ＩＣＴ機器の使

用における厳守事項を説明し、周知徹
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事故防止について一層の徹底を図られ

たい。 

 

底を図った。 

また、事故防止策として、教卓にダ

ブルクリップを二つはさみ、タブレッ

トのスタンドを引っ掛けることで、落

下しないようにした。 

今後も職員会議等の機会をとらえ、

タブレットを含めた物品の適正な使用

及び管理について注意喚起し、毀損事

故の再発防止に努める。 
   

多治見北高等

学校 

公務中にタブレットを損傷させた２

件の毀損事故について、修繕料103,400

円が支払われていたので、職員の毀損

事故防止について一層の徹底を図られ

たい。 

これまでも全職員に対し、タブレッ

トを含むパソコン等物品の取扱いにつ

いて注意喚起を行ってきたが、今回の

事案を受け、改めて物品の適正な取扱

いについて周知徹底を図った。 

 また、落下による破損防止のため教

卓に設置するストッパーを購入した。 

 今後も定期的に職員会議やメール等

で物品の取扱いについて注意喚起を行

い、毀損事故の再発防止に努める。 

大垣特別支援

学校 

公務中にノート型パソコンを損傷さ

せた１件の毀損事故について、使用不

能（取得価格69,332円）となっていた

ので、職員の毀損事故防止について一

層の徹底を図られたい。 

 

事故発生後、当該職員に対しパソコ

ンの取扱いについて、一層の注意を払

うよう指導を行った。 

また、職員会議において、全職員に

対しパソコンを含む県有物品の慎重な

取扱いと未然の防止措置をとるよう周

知徹底を図った。 

今後も引き続き、職員が集まる会議

等の場を利用して、パソコンを含めた

備品の適正使用及び管理について定期

的に注意喚起を行い、毀損事故の再発

防止に努める。 
 


